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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　縦方向及び横方向と、肌当接面及びその反対側の非肌当接面とを有し、前ウエスト域と
、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域の間に位置するクロッチ域と、前記クロッチ域か
ら前記前後ウエスト域へ延びる吸液構造体とを含み、前記前後ウエスト域のうちの少なく
とも一方のウエスト域は、前記吸液構造体の両側縁から前記一方のウエスト域の両側縁と
の間に位置する一対の第１サイド弾性域と、前記第１サイド弾性域において、前記横方向
へ延びるウエスト弾性体とを有し、少なくとも１本の前記ウエスト弾性体は、前記横方向
において、切断された箇所を有する低伸縮部分と、切断された箇所を有さない高伸縮部分
とを有する使い捨ての着用物品であって、
　前記ウエスト弾性体の前記高伸縮部分は、断面積が大きい部分であり、
　前記ウエスト弾性体の前記低伸縮部分は、前記高伸縮部分の前記断面積よりも断面積が
小さい部分であることを特徴とする前記着用物品。
【請求項２】
　縦方向及び横方向と、肌当接面及びその反対側の非肌当接面とを有し、前ウエスト域と
、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域の間に位置するクロッチ域と、前記クロッチ域か
ら前記前後ウエスト域へ延びる吸液構造体とを含み、前記前後ウエスト域のうちの少なく
とも一方のウエスト域は、前記吸液構造体の両側縁から前記一方のウエスト域の両側縁と
の間に位置する一対の第１サイド弾性域と、前記第１サイド弾性域において、前記横方向
へ延びるウエスト弾性体とを有し、少なくとも１本の前記ウエスト弾性体は、前記横方向
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において、切断された箇所を有する低伸縮部分と、切断された箇所を有さない高伸縮部分
とを有する使い捨ての着用物品であって、
　前記吸液構造体は、芯材と、前記芯材の前記横方向の外側に位置するサイドフラップと
を有し、
　前記一方のウエスト域は、前記第１サイド弾性域と前記芯材の両側縁との間であって、
平面視において前記サイドフラップと重なる第２サイド弾性域を有し、
　前記ウエスト弾性体における前記第２サイド弾性域に位置する部分の収縮力は、前記低
伸縮部分の収縮力よりも大きく、
　前記一対の第２サイド弾性域の内側には、前記ウエスト弾性体が存在しない非弾性域を
配置してあり、
　平面視において前記芯材と前記非弾性域とが重なることを特徴とする前記着用物品。
【請求項３】
　縦方向及び横方向と、肌当接面及びその反対側の非肌当接面とを有し、前ウエスト域と
、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域の間に位置するクロッチ域と、前記クロッチ域か
ら前記前後ウエスト域へ延びる吸液構造体とを含み、前記前後ウエスト域のうちの少なく
とも一方のウエスト域は、前記吸液構造体の両側縁から前記一方のウエスト域の両側縁と
の間に位置する一対の第１サイド弾性域と、前記第１サイド弾性域において、前記横方向
へ延びるウエスト弾性体とを有し、少なくとも１本の前記ウエスト弾性体は、前記横方向
において、切断された箇所を有する低伸縮部分と、切断された箇所を有さない高伸縮部分
とを有する使い捨ての着用物品であって、
　前記ウエスト弾性体の前記低伸縮部分は、前記縦方向における前記ウエスト弾性体の両
側縁の間に前記横方向へ延びる切断箇所を有することを特徴とする前記着用物品。
【請求項４】
　前記前後ウエスト域は、前記縦方向において複数の前記ウエスト弾性体を有し、
　前記吸液構造体よりも前記縦方向の下方側に位置する前記ウエスト弾性体は、前記低伸
縮部分を有する一方、前記吸液構造体よりも前記縦方向の上方側に位置する前記ウエスト
弾性体は、前記低伸縮部分を有していない請求項１～３のいずれかに記載の着用物品。
【請求項５】
　前記着用物品は、ウエスト開口と一対のレッグ開口とを有し、
　前記前後ウエスト域は、前記縦方向において複数の前記ウエスト弾性体を有し、
　前記レッグ開口側に位置する前記ウエスト弾性体の前記切断箇所の位置と、前記ウエス
ト弾性体に対して前記ウエスト開口側に隣接する前記ウエスト弾性体の前記切断箇所の位
置とが前記横方向において相違する請求項３に記載の着用物品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、使い捨て着用物品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、縦方向及び横方向と、肌当接面及びその反対側の非肌当接面とを有し、前ウエス
ト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域の間に位置するクロッチ域と、前記クロッ
チ域から前記前後ウエスト域へ延びる吸液構造体とを含む使い捨ての着用物品（おむつ）
は公知である。例えば、特許文献１に開示されているおむつの前後ウエスト域は、ウエス
ト開口縁部にそってウエスト回り方向へ延びる第１伸縮域と、第１伸縮域と隣接してウエ
スト回り方向へ延びる第２伸縮域と、第２伸縮域と隣接してウエスト回り方向へ延びる第
３伸縮域とに区分され、これら伸縮域の伸縮力の関係が、第３伸縮域≧第２伸縮域＞第１
伸縮域となっていることが開示されている。
【０００３】
　このおむつでは、縦方向において上端に位置するウエスト開口縁側の第１伸縮力の伸縮
力が小さくなっているため、ウエスト開口を広げ易くすることができる一方、レッグ開口
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縁側の第３伸縮力が大きくなっているため、レッグ開口縁において着用者の身体におむつ
をフィットさせることができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４３５２００３号公報（Ｐ４３５２００３Ｂ）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、おむつ着用者の中には、新生児や肌のデリケートな人間もいるため、ウ
エスト弾性体が当たる箇所において、肌が赤くなる等の肌トラブルを発生させるおそれが
ある。このため、横方向において、低収縮部分と、高収縮部分とを有するおむつが望まれ
ていた。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、従来の技術の改良であって、肌トラブルを発生させるおそれ
のない着用物品の提供にある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を達成するために、本発明は、縦方向及び横方向と、肌当接面及びその反対側
の非肌当接面とを有し、前ウエスト域と、後ウエスト域と、前記前後ウエスト域の間に位
置するクロッチ域と、前記クロッチ域から前記前後ウエスト域へ延びる吸液構造体とを含
み、前記前後ウエスト域のうちの少なくとも一方のウエスト域は、前記吸液構造体の両側
縁から前記一方のウエスト域の両側縁との間に位置する一対の第１サイド弾性域と、前記
第１サイド弾性域において、前記横方向へ延びるウエスト弾性体とを有し、少なくとも１
本の前記ウエスト弾性体は、前記横方向において、切断された箇所を有する低伸縮部分と
、切断された箇所を有さない高伸縮部分とを有する使い捨ての着用物品に関する。
【０００８】
　本発明に係る使い捨て着用物品の第１発明は、前記ウエスト弾性体の前記高伸縮部分は
、断面積が大きい部分であり、前記ウエスト弾性体の前記低伸縮部分は、前記高伸縮部分
の前記断面積よりも断面積が小さい部分であることを特徴とする。
　本発明に係る使い捨て着用物品の第２発明は、前記吸液構造体は、芯材と、前記芯材の
前記横方向の外側に位置するサイドフラップとを有し、前記一方のウエスト域は、前記第
１サイド弾性域と前記芯材の両側縁との間であって、平面視において前記サイドフラップ
と重なる第２サイド弾性域を有し、前記ウエスト弾性体における前記第２サイド弾性域に
位置する部分の収縮力は、前記低伸縮部分の収縮力よりも大きく、前記一対の第２サイド
弾性域の内側には、前記ウエスト弾性体が存在しない非弾性域を配置してあり、平面視に
おいて前記芯材と前記非弾性域とが重なることを特徴とする。
　本発明に係る使い捨て着用物品の第３発明は、前記ウエスト弾性体の前記低伸縮部分は
、前記縦方向における前記ウエスト弾性体の両側縁の間に前記横方向へ延びる切断箇所を
有することを特徴とする。
【００１０】
　前記前後ウエスト域は、前記縦方向において複数の前記ウエスト弾性体を有し、前記吸
液構造体よりも前記縦方向の下方側に位置する前記ウエスト弾性体は、前記低伸縮部分を
有する一方、前記吸液構造体よりも前記縦方向の上方側に位置する前記ウエスト弾性体は
、前記低伸縮部分を有していない。よって、吸液構造体よりも縦方向の下方側では、着用
者の脚回りにウエスト弾性体が強く当たるのを防止しながら、着用者のウエスト回りに着
用物品をフィットさせることができる一方、吸液構造体よりも縦方向の上方側では、着用
物品が下方にずれ落ちることを抑えることができる。
【００１４】
　前記着用物品は、ウエスト開口と、一対のレッグ開口とを有し、前記前後ウエスト域は
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、前記縦方向において複数の前記ウエスト弾性体を有し、前記レッグ開口側に位置する前
記ウエスト弾性体の前記切断箇所の位置と、前記ウエスト弾性体に対して前記ウエスト開
口側に隣接する前記ウエスト弾性体の前記切断箇所の位置とが前記横方向において相違す
る。よって、ウエスト弾性体の収縮力が局所的に大きくなるのを防止することができ、着
用者の脚回りにウエスト弾性体の一部が強く当たるのを防止しながら、着用者の脚回りに
着用物品をフィットさせることができる。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る使い捨て着用物品によれば、少なくとも１本のウエスト弾性体が、横方向
において、切断された箇所を有する低伸縮部分と、切断された箇所を有さない高伸縮部分
とを有する。よって、ウエスト弾性体は低伸縮部分を有するため、着用者の身体にウエス
ト弾性体が強く当たるのを防止しながら、高伸縮部分で着用者の身体に着用物品をフィッ
トさせることができる。これにより、肌が赤くなる等の肌トラブルの発生を防止すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
　図面は、本開示に係る本発明の特定の実施の形態を示し、発明の不可欠な構成ばかりで
なく、選択的及び好ましい実施の形態を含む。
【図１】本発明の第１実施形態に係る使い捨て着用物品（おむつ）を正面から視た斜視図
。
【図２】各弾性体をおむつの縦方向及び横方向に伸長させた状態における、おむつの一部
破断展開図。
【図３】後ウエスト域の部分拡大図。
【図４】図３の一部拡大図。
【図５】第２実施形態のおむつにおける図４と同様の一部拡大図。
【図６】第３実施形態のおむつにおける図４と同様の一部拡大図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　下記の各実施の形態は、図１～６に示す使い捨て着用物品（おむつ）に関し、発明の不
可欠な構成ばかりではなく、選択的及び好ましい構成を含む。
【００１８】
＜第１実施形態＞
　図１及び図２を参照すると、おむつ１０は、縦方向Ｙ及びそれに交差（直交）する横方
向Ｘを有し、肌対向面及びそれに対向する非肌対向面と、ウエスト回り方向へ延びる環状
の弾性ウエストパネル１１と、弾性ウエストパネル１１の肌対向面側に取り付けられた吸
収シャーシ（吸液構造体）１２と、前ウエスト域１３と、後ウエスト域１４と、前後ウエ
スト域１３，１４間に位置するクロッチ域１５とを含む。
【００１９】
　弾性ウエストパネル１１は、弾性ベルト機能を有し、前ウエスト域１３を形成する前ウ
エストパネル１６と、後ウエスト域１４を形成する後ウエストパネル１７とを含む。前後
ウエストパネル１６，１７は、内端縁１６ａ，１７ａと、外端縁１６ｂ，１７ｂと、両側
縁１６ｃ，１７ｃとによって画定された長方形状を有する。互いに対向する前ウエストパ
ネル１６の両側縁１６ｃと後ウエストパネル１７の両側縁１７ｃどうしは、互いに重ね合
わされ、縦方向Ｙへ間隔をあけて並ぶサイドシーム１８において公知の手段、例えば、熱
エンボス加工、ソニックなどによる各種の熱溶着手段によって連結され、ウエスト開口１
９と一対のレッグ開口２０とが形成される。
【００２０】
　前後ウエストパネル１６，１７は、それぞれ、肌対向面側に位置する内面シート２１と
、非肌対向面側に位置する外面シート２３とを含む。内外面シート２１，２３は、質量１
５～３０ｇ／ｍ２のＳＭＳ（スパンボンド・メルトブローン・スパンボンド）繊維不織布
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、スパンボンド繊維不織布若しくはエアスルー繊維不織布、または、プラスチックシート
、開孔プラスチックシート及びそれらのラミネートシートなどを用いることができる。
【００２１】
　前後ウエストパネル１６，１７の内外面シート２１，２３の間には、ストリング状、ス
トランド状、又はリボン状の複数条のウエスト弾性体２７が横方向Ｘへ伸縮可能にそれぞ
れ配設されており、前後ウエストパネル１６，１７は少なくとも横方向Ｘへ弾性化されて
いる。ウエスト弾性体２７は、ウエスト開口１９に沿って横方向Ｘへ延びる上方ウエスト
弾性体２７Ａと、上方ウエスト弾性体２７Ａと内端縁１６ａ，１７ａとの間において横方
向Ｘへ延びる下方ウエスト弾性体２７Ｂとを有する。上方ウエスト弾性体２７Ａが配置さ
れた領域には、上方伸縮域２８Ａが形成され、下方ウエスト弾性体２７Ｂが配置された領
域には、下方伸縮域２８Ｂが形成される。上方ウエスト弾性体２７Ａは、前後ウエスト域
１３，１４の両側縁１６ｃ，１７ｃの間を横方向Ｘへ連続するものである。下方ウエスト
弾性体２７Ｂは、前後ウエスト域１３，１４の両側縁１６ｃ，１７ｃと、吸液性コア４３
の両側縁との間を横方向Ｘへ連続するものである。
【００２２】
　下方ウエスト弾性体２７Ｂは、前後ウエスト域１３，１４の両側縁１６ｃ，１７ｃに位
置する外端部３２と、外端部３２と横方向Ｘにおいて対向する内端部３４とを有し、前後
ウエスト域１３，１４の中央部においてその一部が切断、収縮されて非存在下にある非弾
性域３６が画定されている。このように、非弾性域３６が前後ウエスト域１３の中央部に
位置することから、前ウエストパネル１６の肌対向面に位置する吸収シャーシ１２に下方
ウエスト弾性体２７Ｂの収縮力が直接作用されてギャザー等が形成されないので、その収
縮力が作用することによる吸収性能の低下を抑制することができる。
【００２３】
　非弾性域３６を形成する方法としては、例えば、前後ウエスト域１３，１４の横方向Ｘ
の両端部分に、下方ウエスト弾性体２７Ｂを固定するためのホットメルト接着剤の塗布域
を形成する一方、前後ウエスト域１３，１４の横方向Ｘの中央部分にホットメルト接着剤
の非塗布域を形成し、非塗布域に位置する下方ウエスト弾性体２７Ｂを（１箇所のみ）切
断すると、下方ウエスト弾性体２７Ｂは自動的に収縮（スナップバック）する。したがっ
て、非塗布域には、収縮力を有する下方ウエスト弾性体２７Ｂが実質的に存在しない非弾
性域３６が形成される。
【００２４】
　ウエスト弾性体２７としては、例えば、太さが４７０～１２４０ｄｔｅｘであって，１
．５～３．５倍に伸長された状態で収縮可能に取り付けられたストリング状、ストランド
状、又はリボン状の弾性材料を用いることができる。ウエスト弾性体２７の太さ、伸長倍
率、各弾性体間の離間寸法（ピッチ）等の条件は適宜変更することが可能であるが、着用
者の身体に安定的に着用されるために、上方ウエスト弾性体２７Ａによる上方伸縮域２８
Ａの伸縮力（収縮力）が、下方ウエスト弾性体２７Ｂによる下方伸縮域２８Ｂの伸縮力よ
りも大きくなるように各弾性体の条件を設定することが好ましい。このようにウエスト弾
性体２７の伸縮力を設定すれば、ウエスト開口１９側の上方ウエスト弾性体２７Ｂの伸縮
力が大きいため、おむつ１０が下方へずれるのを防止できるとともに、レッグ開口２０側
の下方ウエスト弾性体２７Ｂの伸縮力が大きくなりすぎるのを防止できる。
【００２５】
　図４は、後ウエスト域１４の部分拡大図である。なお、前ウエスト域１３については説
明を省略するが、後ウエスト域１４と同様の構成を有している。下方ウエスト弾性体２７
Ｂの横方向Ｘの内側には、厚さ方向において下方ウエスト弾性体２７Ｂを貫通する切断箇
所（貫通孔）１０４ａが形成されていない一方、横方向Ｘの外側には、厚さ方向において
下方ウエスト弾性体２７Ｂを貫通する切断箇所１０４ａが形成されている。
【００２６】
　下方ウエスト弾性体２７Ｂにおいて、切断箇所１０４ａが存在する部分は伸縮性を喪失
する一方、下方ウエスト弾性体２７Ｂにおける残余部分は、伸縮性を維持している。
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【００２７】
　下方ウエスト弾性体２７Ｂに切断箇所１０４ａを形成したとき、切断箇所１０４ａを有
する部分における下方ウエスト弾性体２７Ｂの断面積は、切断箇所１０４ａを形成する前
の下方ウエスト弾性体２７Ｂの断面積よりも小さくなるため、切断箇所１０４ａを形成し
ていない箇所と比べ、伸縮力（弾性力）が大きく低下する。
【００２８】
　１本の下方ウエスト弾性体２７Ｂにおいて、切断箇所１０４ａを有する部分が、伸縮力
（収縮力）が小さい低伸縮部分５１であり、切断箇所１０４ａを有していない部分が、低
伸縮部分５１よりも伸縮力（収縮力）が大きい高伸縮部分５２であり、横方向Ｘにおいて
、低伸縮部分５１と高伸縮部分５２とを交互に配置してある。
【００２９】
　よって、このおむつ１０によれば、複数本の下方ウエスト弾性体２７Ｂは、低伸縮部分
５１を有するため、着用者の身体に下方ウエスト弾性体２７Ｂが強く当たるのを防止しな
がら、高伸縮部分５２で着用者の身体におむつ１０をフィットさせることができる。また
、下方ウエスト弾性体２７Ｂの低伸縮部分５１は、厚さ方向における曲げ剛性が小さい部
分でもあるため、柔軟性を有するとともに、レッグ開口２０を小さな力で大きく広げるこ
とができる。このため、おむつ１０を着用するとき、レッグ開口２０に脚を入れやすい。
さらに、下方ウエスト弾性体２７Ｂは、切断によって除去された面積が大きければ、低伸
縮部分５１の収縮力と、高伸縮部分５２の収縮力との相違を大きくすることができる。し
かも、切断箇所１０４ａ、１０４ｂが、おむつ１０の着用時、開口すれば、おむつ１０の
内部が蒸れるのを防止することができる。
【００３０】
　切断箇所１０４ａは、縦方向Ｙにおける下方ウエスト弾性体２７Ｂの両側縁２９の間に
横方向Ｘへ延びるものである。よって、切断箇所１０４ａが下方ウエスト弾性体２７Ｂの
両側縁２９に位置していないため、内外面シート２１，２３が切断箇所１０４ａに引っ掛
かることを防止することができる。
【００３１】
　また、吸液構造体である吸収シャーシ１２よりも縦方向Ｙの下方側に位置する下方ウエ
スト弾性体２７Ｂが低伸縮部分５１を有する一方、吸収シャーシ１２よりも縦方向Ｙの上
方側に位置する下方ウエスト弾性体２７Ｂが低伸縮部分５１を有していない。このため、
吸収シャーシ１２よりも縦方向Ｙの下方側では、着用者の脚回りに下方ウエスト弾性体２
７Ｂが強く当たるのを防止しながら、着用者のウエスト回りにおむつ１０をフィットさせ
ることができる一方、吸収シャーシ１２よりも縦方向Ｙの上方側では、おむつ１０が下方
にずれ落ちることを抑えることができる。
【００３２】
　前後ウエスト域１３，１４には、横方向Ｘにおいて、切断箇所１０４ａが形成されてい
る部分に第１伸縮域（第１サイド弾性域）２９Ｂが形成され、切断箇所１０４ａが形成さ
れていない部分には、第１伸縮域２９Ｂよりも伸縮力が大きい第２伸縮域（第２サイド弾
性域）２９Ｃが形成される。
【００３３】
　以上のように前後ウエスト域１３，１４を形成することによって、各伸縮域の伸縮力（
収縮力）の大きさは、上方伸縮域２８Ａ＞第２伸縮域２９Ｃ＞第１伸縮域２９Ｂとなる。
【００３４】
　第１伸縮域２９Ｂは、横方向Ｘにおいて、吸収シャーシ１２の両側縁１２Ｃから前後ウ
エスト域１３，１４の両側縁１６ｃ，１７ｃとの間に配置してある。第２伸縮域２９Ｃは
、第１伸縮域２９Ｂと芯材である吸液性コア４３の両側縁４３Ｃとの間であって、平面視
において、後述するサイドフラップ４８と重なるように配置してある。よって、一対の第
２伸縮域２９Ｃを着用者の身体に押し当て、身体と前後ウエスト域１３，１４との間に隙
間が発生することを抑え、排泄物が漏れるのを防止することができる。
【００３５】
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　また、内面シート２１には、下方ウエスト弾性体２７Ｂの切断箇所１０４ａと平面視に
おいて重なる位置に、内面シート２１を貫通する切断箇所１０４ｂが形成されるため通気
性を向上することができる。一方、外面シート２３は切断箇所を有していないため、排泄
物が漏れるのを防止することができる。
【００３６】
　図２を参照すると、吸収シャーシ１２は、前後ウエストパネル１６，１７に取り付けら
れた前後端部１２Ａ，１２Ｂと、少なくともクロッチ域１５において縦方向Ｙへ延びる吸
液性コア４３と、吸液性コア４３の肌対向面側に位置する親水性の繊維不織布から形成さ
れたトップシート４４と、吸液性コア４３の非肌対向面側に位置する疎水性又は難透液性
の繊維不織布から形成されたバックシート４５と、吸液性コア４３とバックシート４５と
の間に配置された、少なくとも吸液性コア４３のバックシート４５と対向する面全体を被
覆する大きさを有する防漏シート４６とを含む。トップシート４４とバックシート４５に
は、ＳＭＳ繊維不織布やスパンボンド不織布等の各種公知の繊維不織布を用いることがで
きる。
【００３７】
　吸液性コア４３は、所要量の超吸収性ポリマー粒子とフラッフパルプとを混合したもの
であって、おむつ１０を構成するシート部材に比して剛性の高い半剛性を有する。また、
吸液性コア４３は、縦方向Ｙにおける中央部が幅狭状を有するパネル形態をなすものであ
って、その全体がティッシュ等の液拡散性シート４７で包被されている。トップシート４
４とバックシート４５は、吸液性コア４３の周縁部から外側へ延出しており、該延出部ど
うしが互いに重ね合わされてホットメルト接着剤（図示せず）を介して接合されることに
よって、吸液性コア４３の両側縁４３Ｃから横方向Ｘの外側に延出するサイドフラップ４
８と、吸液性コアの両端縁から縦方向Ｙの外側に延出するエンドフラップ４９とが形成さ
れる。
 
【００３８】
［第２実施形態］
　図５は、本発明の第２実施形態のおむつ１０を示す、図４と同様の拡大図である。この
おむつ１０では、レッグ開口２０側に位置する下方ウエスト弾性体２７Ｂの切断箇所１０
４ａの位置と、その下方ウエスト弾性体２７Ｂに対してウエスト開口１９側に隣接する下
方ウエスト弾性体２７Ｂの切断箇所１０４ａの位置とが横方向Ｘにおいて相違する。よっ
て、下方ウエスト弾性体２７Ｂの収縮力が局所的に大きくなるのを防止することができ、
着用者の脚回りに下方ウエスト弾性体２７Ｂの一部が強く当たるのを防止しながら、着用
者の脚回りにおむつ１０をフィットさせることができる。
【００３９】
［第３実施形態］
　図６は、本発明の第３実施形態のおむつ１０を示す、図４と同様の拡大図である。この
おむつ１０では、平面視において、下方ウエスト弾性体２７Ｂの切断箇所１０４ａと重な
る位置の内面シート２１に、内面シート２１を貫通する切断箇所１０４ｂが形成されると
ともに、平面視において、下方ウエスト弾性体２７Ｂと重ならない内面シート２１に、切
断箇所１０４ｃが形成されている。よって、内面シート２１を貫通する切断箇所１０４ｂ
，１０４ｃの面積を広くすることができるため、通気性を向上することができる。
【００４０】
　また、切断箇所１０４ａ，１０４ｂ，１０４ｃは、横方向Ｘ及び縦方向Ｙに対して傾斜
するように配置してある。このため、下方ウエスト弾性体２７Ｂが収縮すると、切断箇所
１０４ａ，１０４ｂ，１０４ｃが厚さ方向において開口し、おむつ１０の内部が蒸れるの
を防止することができる。なお、図示省略するが、切断箇所１０４ａは、下方ウエスト弾
性体２７Ｂの両側縁２９の間において、傾斜する態様で横方向Ｘへ延びるように形成して
もよい。
【００４１】
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　なお、第３実施形態のおむつ１０では、前後ウエスト域１３，１４が、内外面シート２
１，２３と、ウエスト弾性体２７とを含むもので説明した。しかし、この発明は、それに
限られず、外面シート２３の非肌対向面側に、切断箇所を有していない防水性の第３シー
トを設けてもよい。このおむつ１０によれば、前後ウエスト域１３，１４は、切断箇所１
０４ａ，１０４ｂ，１０４ｃを有しているため、通気性を有する一方、非肌対向面側に防
水性の第３シートを有しているため、排泄物が漏れるのを防止することができる。
【００４２】
　なお、第１～第３実施形態のおむつ１０では、横方向Ｘにおいて、吸液構造体である吸
収シャーシ１２の両側縁１２Ｃから前後ウエスト域１３，１４の両側縁１６ｃ，１７ｃと
の間に、一対の第１伸縮域（第１サイド弾性域）２９Ｂを配置するとともに、横方向Ｘに
おいて、第１伸縮域２９Ｂと芯材である吸液性コア４３との間に第２伸縮域（第２サイド
弾性域）２９Ｃを配置するもので説明した。しかし、この発明はそれに限られず、横方向
Ｘにおいて、吸液性コア４３と前後ウエスト域１３，１４の両側縁１６ｃ，１７ｃとの間
に、第１伸縮域２９Ｂを配置してもよい。
【００４３】
　また、第１～第３実施形態のおむつ１０では、前後ウエスト域１３，１４の双方が第１
伸縮域２９Ｂと、第２伸縮域２９Ｃとを有するもので説明したが、本発明に係るおむつ１
０は、いずれか一方のウエスト域にのみが、第１伸縮域２９Ｂと、第２伸縮域２９Ｃとを
有してもよい。
【００４４】
　さらに、第１～第３実施形態のおむつ１０では、前後ウエスト域１３，１４の非肌対向
面に、吸収シャーシ１２の前後端部１２Ａ，１２Ｂを取り付けるものを説明した。しかし
、この発明は、それに限られず、前後ウエスト域１３，１４の肌対向面に、吸収シャーシ
１２の前後端部１２Ａ，１２Ｂを取り付けてもよい。このおむつ１０では、前後ウエスト
域１３，１４の肌対向面に、吸収シャーシ１２の前後端部１２Ａ，１２Ｂを取り付けてあ
るため、サイドフラップ４８の非肌対向面に第２伸縮域２９Ｃを配置してあるため、第２
伸縮域２９Ｃの伸縮力が着用者の身体に加わる力を抑えることができる。
【００４５】
　本発明のおむつ１０を構成する各構成材料には、特に記述がなされている場合を除き、
この種の分野において通常用いられている、各種の公知の材料を制限なく用いることがで
きる。また、おむつ１０の基本構造として、本明細書においては、前後ウエスト域１３，
１４が別体の前後ウエストパネル１６，１７から形成されるものを例示したが、前後ウエ
スト域１３，１４及びクロッチ域１５とが連続するパネルによって形成された構成であっ
てもよいし、前後ウエスト域１３，１４の両側縁１６ｃ，１７ｃが予め連結されたパンツ
型ではなく、それらをテープファスナで連結するオープン型のおむつであってもよい。ま
た、本明細書において使用されている「第１」～「第３」等の用語は、同様の要素、位置
等を単に区別するために用いてある。
【符号の説明】
【００４６】
１０　　使い捨て着用物品（使い捨ておむつ）
１２　　吸収シャーシ（吸液構造体）
１２Ｃ　吸収シャーシの両側縁
１３　　前ウエスト域
１４　　後ウエスト域
１５　　クロッチ域
１６ｃ　前ウエスト域の両側縁
１７ｃ　後ウエスト域の両側縁
１９　　ウエスト開口
２０　　レッグ開口
２７　　ウエスト弾性体
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２７Ａ　上方ウエスト弾性体
２７Ｂ　下方ウエスト弾性体
２９Ｂ　第１サイド弾性域
２９Ｃ　第２サイド弾性域
２９　　両側縁
３６　　非弾性域
４３　　吸液性コア（芯材）
４３　　吸液性コアの両側縁
４８　　サイドフラップ
５１　　低伸縮部分
５２　　高伸縮部分
Ｘ　　　横方向
Ｙ　　　縦方向

 

【図１】 【図２】



(10) JP 6662634 B2 2020.3.11

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】



(11) JP 6662634 B2 2020.3.11

10

フロントページの続き

(72)発明者  瀧野　俊介
            香川県観音寺市豊浜町和田浜１５３１－７　ユニ・チャーム株式会社テクニカルセンター内
(72)発明者  植田　麻穂
            香川県観音寺市豊浜町和田浜１５３１－７　ユニ・チャーム株式会社テクニカルセンター内

    審査官  塩治　雅也

(56)参考文献  特開２００９－２９１３３０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００９－２４７４１８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１５－１０９９００（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１１／０１１８６８９（ＵＳ，Ａ１）　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ａ６１Ｆ　　１３／１５－１３／８４　　　
              Ａ６１Ｌ　　１５／１６－１５／６４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

